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長野県山岳総合センター指定管理者募集要項

 

 

第１ 趣 旨 

   この長野県山岳総合センター指定管理者募集要項は、長野県山岳総合センター（以下「セ

ンター」という。）の管理について、公の施設として公的な使命を果たすことを前提にしつ

つ、利用者サービスの向上と行財政の効率化を図るため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 244 条の２第３項及び長野県山岳総合センター条例（昭和 44 年長野県条例第 33 号。

以下「条例」という。）第６条の規定により、指定管理者の公募を行うため必要な手続き等

を定めたものです。 

 

第２ 施設の概要 

センターの概要は次のとおりです。 

なお、詳しくは別冊３「長野県山岳総合センター資料集」（以下「資料集」という。）を参

照してください。 

 

１ 名称及び所在地 

名  称 所  在  地 

長野県山岳総合センター 長野県大町市大町8056番地１ 

 

２ 設置目的 

  山岳に関する研究及び調査並びに安全な登山に関する知識及び技能の普及啓発その他の山

岳における野外活動に関する教育事業並びに山岳における野外活動に関する普及事業を行う

ため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）及び地方自治法（昭

和22年法律第67号）に基づき設置した施設です。 

 

３ 施設の規模等 

 (1)長野県山岳総合センター 

構  造 鉄筋コンクリート造 ３階建 

敷地面積 1,808.0㎡ 

延床面積 1,086.8㎡ 

建築年月 昭和44年3月 

(2)人工岩場 

所 在 地 大町市常盤5638番地54 

構  造 鉄筋コンクリート造 四角錐台（高さ15.3ｍ 幅15.0ｍ 奥行き8.0ｍ） 

敷地面積 3,091.7㎡ 

建築面積    88.4㎡ 

建築年月 平成５年11月 

 

第３ 施設管理に関する基本的事項 

  指定管理者に行っていただく施設の管理に関する基本的事項は、次のとおりです。 

なお、指定管理者が行う業務内容の詳細、管理運営に必要な事項等は、別冊１「長野県山

岳総合センター管理業務仕様書」（以下「仕様書」という。）を参照してください。 

 

１ 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

 (2) センターの利用の許可に関する業務 
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(3) センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）に関する業務 

(4) 山岳に関する研究及び調査並びに山岳における野外活動に関する教育事業及び普及事業

の企画及び実施に関する業務 

(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務 

 

２ 指定期間 

  令和７年４月１日から令和12年３月31日までの５年間の予定です。 

  なお、この指定期間は長野県議会（以下「県議会」という。）の議決が必要なため、県議

会の議決後に確定します。 

 

３ 利用料金 

 (1) 利用料金制 

センターでは、条例第 13条の規定により利用料金制を採用し、利用料金は指定管理者の

収入となります。 

  (2) 利用料金の設定 

    利用料金の額は、条例に定める額の範囲内において、あらかじめ長野県（以下「県」とい

う。）の承認を得て、指定管理者が定めます。 

【注意】・利用料金の見直しや新たなサービスの付加、料金区分の新設等により、利用料金

を改定、本年度中に条例の改正を行う可能性があります。 

  (3) 利用料金の減免 

    利用料金の減免は、条例第 14条の規定により実施してください。 

    なお、減免の概要は、資料集を参照してください。 

   

４ 県が指定管理者に支払う指定管理料 

    県は、毎年度の予算の範囲内で施設の管理に必要な経費を指定管理料として指定管理者

に支払います。 

県が指定期間中に支払う各年度の指定管理料の上限額は、下表のとおりですが、利用料

金の改定により、指定管理料の上限額を引き下げる場合があります。 

応募に当たり、指定管理料の上限額に変動があることを承知いただき、事業計画書（収

支計画書）における各年度の指定管理料は、下表の指定管理料の上限額を下回る額での提

案を求めます。 

 

年 度 
指定管理料の上限額 

（消費税及び地方消費税を含む） 
備  考 

令和７年度 26,154千円  

令和８年度 26,330千円 
建築基準法に基づく特定建築物の 

定期点検費用を加算 

令和９年度 26,154千円  

令和10年度 26,154千円  

令和11年度 26,330千円 
建築基準法に基づく特定建築物の 

定期点検費用を加算 

計 131,122千円  

 

※指定管理料は、必ずしも指定管理者が応募時に提示した額ではなく、毎年度の予算編成

において確定します。 

※指定期間中に、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられた場合には、引き上げに伴

う税負担の増額分を加味した指定管理料を支払います。 

※近年の物価・賃金上昇の影響分は、各年度の予算において適切に措置することとします。
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光熱費については物価上昇率等を踏まえ令和４年度から令和６年度までと同様の加算等

（下表参照）を、人件費については長野県人事委員会勧告に基づく給与改定の状況等を

踏まえた加算等を行う予定です。 

 

＜参考：光熱費に係る措置の実積（人件費については別途措置を検討）＞ 

年 度 支援額（年額） 備  考 

令和４年度 703千円 特定建築物定期点検費用の増分を含む 

令和５年度 180千円  

 
５ 剰余金の取扱い 

   指定管理者は、指定期間終了後において、剰余金（指定期間中の総収入額が指定期間中

の総支出額を超える場合におけるその超える部分の金額）が生じ、剰余金が指定期間中の

総収入額の５％にあたる額を超える場合には、剰余金と指定期間中の総収入額の５％にあ

たる額の差額の２分の１の額を、県に納付するものとします。 

 

第４ 申請の手続 

１ 応募資格 

応募をする者は、次の全ての要件を満たす法人その他の団体（以下「法人等」という。）

であることが必要です（個人での応募はできません。）。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第２項各号に該当する者でな

いこと。 

(2) 長野県会計局長又は長野県建設部長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止

措置要領（平成 23年３月 25日付け 22管第 285号）又は長野県建設工事等入札参加資格

者に係る入札参加停止措置要領（平成 23年３月 18日付け 22建政技第 337号）に基づく

入札参加停止を受けている期間中の者でないこと。 

(3) 地方自治法第 244条の２第 11項の規定により、本県又は他の地方公共団体から指定管理

者の指定を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者でないこと。 

(4) 県税その他の租税の滞納がない法人等であること。 

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく更

生手続開始の決定又は再生手続開始の決定があった者でないこと。 

(6) 長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第６条第１項に規定する暴力団員

又は暴力団関係者でないこと。 

 (7) 法人等の役員に次のいずれかに該当する者が含まれていないこと。 

  ア 破産者で復権を得ない者 

イ 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

 

２ グループによる申請  

サービスの向上又は効率的な運営を図る上で必要な場合は、法人等がグループを構成して

応募することができます。この場合は、次の事項に留意してください。 

(1) グループに名称をつけ、代表となる法人等を選定すること。 

(2) グループの構成員は、別のグループの構成員となり、又は単独で申請することはできな

いものであること。  
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３ 提出書類 

   様式は、別冊２「長野県山岳総合センター指定管理者申請様式」を参照してください。 

申請書類 様式 留意事項 

１ 指定管理者指定申請書 様式第１号  

２ (グループ申請の場合)グループ構成員表 様式第1-2号 規約等を添付 

３ 事業計画書 様式第２号  

４ 事業区分別の事業計画及び収支計画 
様式第3-1号    

～第3-6号 
 

５ 職員配置計画書 様式第４号  

６ 類似業務実績一覧 様式第５号  

７ 団体概要書 様式第６号 
グループ申請の場合は、各書類

とも全構成団体分を添付 

８ 再委託予定調書 様式第７号  

９ 誓約書 様式第８号  

10 添付書類  
以下、グループ申請の場合は、

各書類とも全構成団体分を添付 

 ①定款又は寄付行為  
法人でない場合は、定款に代わ

る規約などを添付 

 ②法人登記簿謄本又は登記事項証明書  
法人でない場合は、代表者の住

民票の写しを添付 

 

③事業報告書、貸借対照表、損益計算書（又

は収支計算書）（申請の日の属する前３

年分） 

 
法人でない場合、収支決算書

（過去３年間） 

 
④申請日の属する年度及び翌年度の事業

計画書及び収支予算書 
  

 ⑤納税証明書（未納のない証明）  

直近の証明可能な年次のもので、

法人税（法人でない場合は、所得

税）、長野県税、消費税及び地方

消費税に係るもの 

 ⑥役員の名簿及び履歴書   

   ※新設団体等事業報告書のない団体にあっては、総会等の議事録及び設立後申請までの間

の活動内容を記載した書類を添付してください。 

 

４ 事業計画書の記載内容 

  事業計画書（別冊２「指定管理者申請様式」様式第２号）は、仕様書を参考にして、次に

掲げる事項について記載してください。 

(1) センター運営のための基本方針 

(2) 施設設備の管理の考え方とその方法 

(3) 利用者の平等な利用確保など、利用許可に関する考え方とその方法 

(4) センターの設置目的を達成するための事業計画及び収支計画 

(5) 利用者のサービスを向上させるための方策 

(6) 実施体制 

(7) 危機管理対策、個人情報管理対策、環境保全対策など 
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(8) その他の提案 

(9) 法人等の財務状況 

(10) 業務実績 

 

５ 質問事項の受付及び回答 

(1) 質問受付期間 

  令和６年８月１日（木）から９月２日（月）まで 

(2) 質問の受付方法 

    質問票（別冊２「指定管理者申請様式」様式第９号）に記入の上、郵送、ファクシミリ

又は電子メールにより、「第８ 連絡先及び申請書提出先」に送付してください。 

   (3) 回答方法 

回答は、令和６年９月 13日（金）までに県ホームページに掲載します。 

（URL https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/sangyo/kanko/shiteikanri.html） 

 

６ 現地説明会の開催 

  (1) 開催日時 

    令和６年８月 20日（火） 午後２時から午後４時 30分まで 

  (2) 開催場所 

    長野県山岳総合センター 

  (3) 申込方法 

現地説明会参加申込書（別冊２「指定管理者申請様式」様式第 10号）に記入の上、郵送、

ファクシミリ又は電子メールにより「第８ 連絡先及び申請書提出先」に申込んで下さい。 

  (4) 申込期限 

    令和６年８月 13日（火）午後５時まで（必着） 

  (5) その他 

    申込期限までに申込みがない場合は、現地説明会は開催しません。 

 

７ 申請書等の受付 

(1) 受付期間 

  令和６年８月１日（木）から９月 19日（木） 午前９時から午後５時まで 

 (2) 提出方法 

 持参又は郵送により「第８ 連絡先及び申請書提出先」まで提出してください。 

※電子メール、ファクシミリでの提出は認めません。 

   (3) 提出部数 

  10部（正本１部、副本９部[副本は写しで可]） 

(4) その他 

  ・持参による提出は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178 

号）に規定する休日は受け付けません。 

・郵送による提出は、令和６年９月19日（木）までに到達したものに限り受け付けます。 

 

８ 申請にあたっての留意事項 

(1) 無効又は失格 

    次の事項に該当する場合は、当該申請は無効又は失格となることがあります。 

ア 申請書の提出方法、提出先、提出期限が守られなかったとき 

イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

ウ 応募資格を有していないことが判明したとき 

エ 虚偽の内容が記載されているもの 

オ 本県職員及び本件関係者に対して、本件応募について不正な接触の事実が認められたと

https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/sangyo/kanko/shiteikanri.html
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き 

カ その他不正な行為があったと県が認めたとき 

(2) 重複申請の禁止 

申請は１団体（グループ）につき１申請とします。 

(3) 申請内容変更の禁止 

申請書類の内容を変更することはできません（軽易なものを除く。）。 

(4) 申請書類の取扱い 

   ア 申請書類は、返却しません。 

イ 事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、県は、指定管理者の指定の公

表等に必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で使用できるものとします。 

(5) 申請の辞退 

申請書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（様式任意）を郵送により「第８ 連 

絡先及び申請書提出先」に提出してください。 

(6) 費用負担 

申請に要する経費等は、全て申請者の負担とします。 

(7) 情報公開 

申請書類は、情報公開の請求に基づき開示することがあります。 

 

第５ 指定管理者の候補者の選定 

 １ 選定方法 

指定管理者の候補者は、「長野県山岳総合センター指定管理者選定委員会」（以下「選定委

員会」という。）において、提出された申請書類の審査、ヒアリング及びプレゼンテーション

等の方法により選定します。その際、選定基準に基づき審査・採点し、総合点数が最低基準

点を満たし、最上位である者で候補者として適当と認められる者を候補者とします。最低基

準点は 60点とします。最低基準点を満たす者がいない場合は、再度候補者の募集等を行いま

す。 

   なお、応募者が多数あった場合は、選定委員会による候補者選定の前に予備審査を行い、

選定委員会の審査対象とする者を予め絞る場合があります。 
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２ 選定基準 

  指定管理者の候補者を選定する評価項目、評価内容及び配点は次のとおりです。 

No 
評価 

体系 
評価項目 審査書類 評価内容 配点 

１ 

運営に

関する

基本的

事項 

施設 の 運営 方

針、管理の内容 
・事業計画書 

・運営方針の施設の設置目的との整合性 

・利用者の平等な利用の確保 

・施設管理、安全管理、維持管理 

・職員体制 

・事業者の専門的な技術の継承 

15 

２ 法人等の能力 
・貸借対照表、損

益計算書等 

・財政基盤（財務状況） 

・組織体制（責任の所在） 

・必要な資格要件 

7 

３ 地域要件 
・登記簿謄本 

・法人等の概要 
・県内に本・支店・営業所等の事業所の有無 3 

４ 施設の運営実績 

・当該施設又は類

似施設の運営実

績 

・当該施設又は類似施設の管理運営 

（管理運営状況評価により機械的に算定） 
10 

５ 収支計画の内容 ・事業計画書 

・収支計画、資金計画 

・業務従事者の賃金（人件費の積算根拠とそ

の水準）、労働環境 

・その他管理に関する経費 

10 

６ 指定管理料 ・事業計画書 
・仕様書に明示した上限価格に対して、どれ

だけ下回っているか（金額により点数化） 
8 

７ 

創意工

夫等の

評価 

サービス向上策 ・事業計画書 

・利用者のサービス向上の取組 

・利用者の利用拡大の取組 

・自主事業 

10 

８ 

地域との連携や

地域貢献度の 

内容 

・法人等の概要 

・事業計画書 

・地域や関係機関等との連携 

・地域における雇用の確保 

・地元企業活用、県産品の利用 

・持続可能で活力ある地域社会の実現（住民

との連携、地域の活性化等） 

10 

９ 
社会貢献度の 

内容 
・事業計画書 

・災害時その他緊急時の対応等 

・環境への配慮 

・障害者等の雇用の促進 

・男女共同参画社会の形成に資する取組 

・その他社会貢献活動 

10 

10 

安全登山、野外

活動等の教育事

業及び普及事業

等の内容 

・事業計画書 

・山岳に関する研究及び調査等は、センター

の運営に資するものとなっているか 

・安全登山に関する研修等の事業の企画及び

実施に関する計画が優れているか 

・野外活動に関する教育及び普及事業の企画

及び実施に関する計画が優れているか 

・利用者ニーズを踏まえた魅力的な内容とな

っているか 

17 

計  100 
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３ 選定結果 

  選定委員会における審査結果、指定管理者の候補者の選定結果等については、「指定管理

者制度に関するガイドライン」に基づき、長野県ホームページで公表します。 

  なお、公表する内容は、応募者の名称、応募者ごとの審査結果（評価点数を含む。）、指

定管理者候補者の名称及び選定理由等とします。 

 

第６ 指定管理者の指定及び協定の締結 

１ 指定管理者の指定 

  指定管理者の候補者は、県議会の議決を経て指定管理者となります。 

 

２ 協定の締結 

指定管理者と県はセンターの管理に関し必要な事項について、協定を締結します。 

協定は、指定期間を通じての基本的な事項を定めた「基本協定」と、年度ごとの事業実施

に係る事項を定めた「年度協定」とします。 

(1)  基本協定 

 ア 指定管理者の責務に関する事項 

 イ 指定期間 

 ウ 管理する施設及び備品に関する事項 

 エ リスク分担に関する事項 

 オ 事業計画等の提出に関する事項 

 カ 定期報告書に関する事項 

 キ 満足度調査に関する事項 

 ク 個人情報の保護に関する事項 

 ケ 緊急時の対応に関する事項 

 コ 指定の取消に関する事項 

 サ 業務の引継ぎに関する事項 

 シ その他必要な事項 

(2) 年度協定 

 ア 当該年度の事業の実施に関する事項 

 イ 指定管理料に関する事項 

 ウ 修繕に関する事項 

 エ その他必要な事項 

 

３ その他 

指定管理者の候補者が、協定の締結までに次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、

県は指定を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

なお、県議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合において、センターに係る

管理運営の準備のために支出した費用については、一切補償しません。 

(1) 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、事業の履行が確実でないと認められるとき。 

(2) 著しく社会的な信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 
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第７ 指定管理者選定等のスケジュール 

内 容 期 日 

質問の受付 令和６年８月 １日（木）～９月２日（月） 

現地説明会 令和６年８月 20日（火） ※申込期限：８月 13 日（火） 

申請書類の受付 令和６年８月 １日（木）～９月 19日（木） ※必着 

予備審査（必要な場合） 令和６年９月（予定） 

指定管理者選定委員会 令和６年９月（予定） 

選定結果通知 令和６年11月（予定） 

長野県議会議決 令和６年12月（予定） 

指定の告示 令和６年12月（予定） 

基本協定、年度協定締結 令和７年３月（予定） 

業務開始 令和７年４月１日 

 

第８ 連絡先及び申請書提出先 

〒３８０－８５７０ 長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２ 

長野県観光スポーツ部山岳高原観光課 

                担 当 丸山 百瀬 

（電 話）０２６－２３５－７２５４（直通） 

（ＦＡＸ）０２６－２３５－７２５７ 

（メール）sangaku@pref.nagano.lg.jp 

 


